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まえがき

１　目的
この度、平成10年に作成された「活動の手引」を更新しました。
本会は、公益社団法人「自衛隊家族会」として防衛意識を高める諸活動、募集・援護協力、

海外に派遣される部隊・隊員に対する激励、殉職隊員の慰霊、北方領土返還要求署名活動へ
の協力、防衛情報紙「おやばと」の発行と普及等の事業を行っています。

また本会は、平成23年３月の東日本大震災における派遣の教訓に基づいて本格的に推進さ
れた家族支援協力について、平成29年５月18日に隊友会とともに陸上自衛隊と「隊員家族の
支援に対する協力に関する協定書」に調印し、新たな事業として取り組んでいます。

本活動の手引きは、各県自衛隊家族会長、事務局長、地区会長等が行う業務の内容・要領
を簡単にまとめたもので、次の３点が明らかになるよう留意して更新しました。

①　公益社団法人自衛隊家族会としての業務内容・業務執行要領及び根拠
②　本会の重要施策である家族支援協力に係わる業務内容・業務執行要領
③　自衛隊家族会の年度主要業務の内容及び時期

２　使用に当たって
本活動の手引を常に手元に置いて、業務の参考として活用してもらえれば幸いです。また、

この手引は、逐次改善して参りますので、忌憚のないご意見をお寄せください。
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第１編　自衛隊家族会の概要

１　自衛隊家族会のあゆみ
昭和30年頃「自衛隊員の心の支えになりたい」として誕生した本会は、昭和41年に「全国

自衛隊父兄会連合会」となり、その後、昭和51年に「社団法人」、平成24年に新法人法に基
づく国の認定を得て「公益社団法人」となった。

平成23年の東日本大震災の際に派遣された自衛隊員は、家族の安否を確認できないまま、
任務を遂行せざるを得なかった。この教訓から平成25年８月、陸上自衛隊の要請を受けた本
会は、家族支援に力を入れることとした。それに伴い各県において、家族支援協力の試行を
開始し平成27年度以降は全ての駐屯地との間で、家族支援協力要領の具体化を図った。平成
29年５月には陸上自衛隊及び隊友会との間で「隊員家族の支援に対する協力に関する協定書」
に調印するとともに、陸上自衛隊が家族支援を平成29年度本格的に開始したことに連携し、
家族支援協力を定款に明記し、本会の主要事業として取り組んでいる。

平成29年１月１日、「公益社団法人全国自衛隊父兄会」から「公益社団法人自衛隊家族会」
にし、同時に「隊員の心の支えとなる団体」から一歩進んで「自衛隊を支える団体」を目指
して信条を見直し、国民に対する防衛意識の普及高揚、自衛隊に関する広報、募集・援護、
家族支援協力、隊員の慰問・激励等の事業を推進している。

２　自衛隊家族会の目的及び信条
（１） 目的

　本会は、自衛隊員の家族という共通の立場で、「自らの国は自ら守る」との国民の防衛
意識の高揚に努め、自衛隊に協力支援のための様々な活動を行ない、併せて会員の親睦や
相互扶助を深めている。

【定款第３条自衛隊家族会の目的】

広く国民の防衛意識の普及高揚に努めると共に自衛隊に対する協力・支援等を通じ、我が国
の安全保障・防衛基盤の確立に寄与することを目的とする。

（２）信条
　新しく制定した「私たちの信条」は「根本理念」と「心構え」の２区分からなっている。

ア　「根本理念　本会の活動の核となる理念」

私たちは 隊員の最も身近な存在であることに誇りを持ち　力をあわせて自衛隊を支えます

イ　「心構え　根本理念に基づき、本会の活動を行う上で心がける基本的事項」

一、 自らの国は　自ら守る防衛意識を高めます
一、 自衛隊員の募集・就職援護及び家族支援に協力します
一、 会員数を増大し　組織の活動力を高めます



─ 6─

３　自衛隊家族会の事業
本会の目的を達成するための事業は定款第５条で次のとおり定めている。

（１）国民に対する防衛意識の普及・高揚（公益事業１）
ア　防衛講演会、防衛講話、防衛セミナー
イ　防衛情報紙「おやばと」の発行

（２）自衛隊の諸活動に対する協力・激励（公益事業２）
ア　自衛隊の諸活動に対する協力・激励

　＊自衛隊に関する広報
　＊募集・就職援護、隊員家族支援等への協力

イ　派遣隊員の慰問・激励
ウ　殉職隊員の慰霊及び遺族の援護
エ　総合募集情報誌「DEFENSE　WORLD」の発刊

（３）国民運動への参加
ア　北方領土返還要求署名活動
イ　国の安全保障・防衛に関する国政等への陳情

（４）会の充実を図る事業
ア　会員の防衛に関する研修、親睦及び相互扶助
イ　自衛隊家族会の広報

【事業・定款第５条】

１．防衛講演会、防衛講話等の実施
２．自衛隊に関する広報及び募集、援護、隊員の家族支援等自衛隊の諸業務に対する協力
３．自衛隊員の慰問及び激励
４．殉職隊員の慰霊及び遺族の援護
５．広報紙等の発行
６．国の安全保障・防衛に関する国政等への陳情、請願及び署名活動を通じての国民運動
７．会員の防衛に関する研修
８．会員の親睦及び相互扶助
９．その他、本会の目的を達成するために寄与する事業
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４　自衛隊家族会の組織・会員・役員
（１）自衛隊家族会の組織

ア　組織図

地域協議会

総会

各県自衛隊家族会

理事会

地区会

内閣府
防衛省
各幕僚監部

自衛隊地方協力本部
駐屯地・基地

自衛隊
地方協力本部
出張所等

監 事

事務局

自衛隊家族会

本部

代表理事(会長)

方面総監部
地方総監部

航空方面隊司令部 ９地域協議会

都府県各１、道５
合計51県自衛隊家族会

主として各市町村に
約1,400地区会

イ　地域協議会（定款第43条）

１． 数個の各県家族会をもって構成する協議機関として、地域協議会を置く。
２． 地域協議会は、地域内各県家族会相互間における業務の連携・調整を行う。

【地域協議会】

地域協議会名 県家族会名 対応方面隊等

北海道 札幌、道北、道南、道東、道央 北方

東　北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 東北方

北関東 栃木県、群馬県、長野県、新潟県 東方（第12旅団）

南関東
茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県、
静岡県

東方（第１師団）

東海北陸 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 中方（第10師団）
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近　畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中方（第３師団）

中　国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 中方（第13旅団）

四　国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 中方（第14旅団）

九州沖縄
福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿
児島県、沖縄県

西方

（２）会員（定款第8条〜第11条）

１．正会員　：本会の目的に賛同して入会した自衛隊員の家族及びその他の個人
２．賛助会員：本会の事業活動を支援するため入会した個人又は法人若しくは団体
３． 名誉会員：本会に対して特に功労があった者又は学識経験者で理事会において推薦され

た者

（３）自衛隊家族会本部の役員（定款第14条・第15条）

１． 理事28人以上33人以内、現在33人、監事２人、総会で正会員の中から選任
２． 代表理事（会長、１人）、若干名の業務執行理事（現在６人）、理事会で選任
３． 副会長４人以内、現在４人、理事会で選任できる。１人は業務執行理事より選任

５　自衛隊家族会の主要行事
（１）総会（定款第22条・第24条）

１．定期総会（年１回）、必要に応じて臨時総会
２．総会決議事項
　　＊役員の選任及び解任
　　＊定款の変更
　　＊各事業年度の事業報告及び決算
　　＊その他自衛隊家族会の運営に関する重要事項

（２）理事会（定款第33条・第34条）

１．定期理事会（年4回）、必要に応じて臨時理事会
２．理事会の審議事項
　　＊総会の日時、場所、目的である事項の決定
　　＊規則類の制定、変更、廃止に関する事項
　　＊代表理事、業務執行理事、副会長の選任及び解任
　　＊本会の業務執行に関する決定等

（３）中央研修会
　各県自衛隊家族会事務局長等が参集し、主要事業についての普及・情報交換等を行ない
意思の疎通を図る。原則として３年に１回開催する。
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（４）地域協議会（定款第43条）
　地域協議会長は、地域内各県家族会相互間の業務の連携・調整を実施する。通常毎年１
回開催する。

（５）防衛講演会
　国民の防衛意識の普及高揚のため、原則として年度２回自衛隊家族会主催の防衛講演会
を県家族会が担当し開催する。

（６）年度主要行事予定表
　参考資料のとおり
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第２編　県自衛隊家族会の業務内容

第２編では、各県家族会が実施する業務を記述する。この際、県家族会の業務の位置づけが
分かるように、本部が実施する業務及び業務の根拠を併記する。

１　会員募集と会員名簿の管理
（１）会員募集：正会員、賛助会員

ア　会員の種別（定款第８条）
（ア）正会員

　本会の目的に賛同して入会した自衛隊員の家族及びその他の個人で本会の活動に参加
する者

（イ）賛助会員
　本会の事業活動を支援するため入会した個人又は法人若しくは団体

イ　入会の手続き
　入会を希望する者は、「入会及び退会に関する規則第２・３条」に定める入会申込書を
県会長に提出しなければならない。
　県会長は、入会の条件を満たしている者の入会を承認する。
＊ ＦＡＸやＥメールアドレスを使って情報の授受を行うと迅速・確実に入会手続きが終わ

る。

ＦＡＸやＥメールアドレスを持っている県役員や県会員は、取得後直ちに関係者にＦＡＸ番
号やＥメールアドレスを届けましょう。

（２）会員名簿の管理
ア　会員名簿の取り扱い
（ア）会員名簿は本会の事業遂行上必要な行事等の連絡及び会員相互の連絡のため及び次の

場合以外には使用してはならない。
ａ　法令の定めによる場合
ｂ　 他の団体（国及び地方公共団体の機関を含む。）との協議等のため、氏名、住所、

役職その他必要な項目を提供する場合
（イ）やむを得ず、前項以外に会員名簿を使用する場合は、当該会員の同意を得てから使用

する。
（ウ）電磁的方法で作成した会員名簿のデータの取り扱いに当たっては、パスワードを設定

することにより確実に保護する。
イ　会員名簿の作成（一般社団・財団法人法第31条）
（ア）地区会は、所属する会員の名簿を作成する。
（イ）県事務局（県会長及び県会長が指名する県事務局長等）は、県家族会に直接所属する

会員名簿と地区会の会員名簿を統合して県の会員名簿を作成する。
（ウ）会員名簿の細部作成要領
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①　会員名簿には、氏名と住所を必ず記入する。
②　会員名簿は、電磁的方法（エクセル等）によって作成する。

ウ　会員名簿の提出（公益法人認定法第22条）
　各地区会は、作成した会員名簿をＵＳＢやＤＶＤのような外部記憶媒体又はパソコンの
Ｅメール添付により県事務局に送付する。県事務局は、県の会員名簿を同様の手段により
自衛隊家族会本部（以下「本部」という。）に送付する。

エ　会員名簿の保管
　県事務局及び地区会は、県及び地区会の会員名簿を保管する。

オ　会員名簿の更新
　県事務局及び地区会は、会員名簿に新入会員の記入と退会会員の削除を随時実施し、毎
年９月30日現在の会員名簿を同年11月末日までに本部事務局長に提出する。
（理由： 活動状況調査表は、分担金を計算するため、９月30日現在のデータを11月１日ま

でに、会員名簿の整備は、時間を要するため、11月末日までに提出する。）
カ　会員名簿の保護

　会員名簿は、個人情報保護マニュアルに従って厳格に管理する。
＊個人情報保護マニュアルとは？
　本会として、個人情報保護規則を平成30年４月１日に施行した。同規則をもとに個人
情報の取り扱いについて本会本部及び各県事務局が具体的に講じなければならない措置
を分かりやすく示したものである。

（参考資料「個人情報保護マニュアル」を参照のこと。）
注意事項　法令で、会員名簿を作成し本部事務所に備え置く（一般社団・財団法人法第

32条）必要があり、閲覧又は謄写請求（住所を除く。）に対応しなければならな
い（公益法人等認定法第21条第４項及び第５項）。また、内閣府への提出が義務
付けられている（公益法人等認定法第22条第１項）。このため、常に正確に整備
しておかなければならない‼

本部の実施事項
①　入会申込者情報の通知（入会及び退会に関する規則第２・３条）

　本部が入会希望者から直接入会申し込みを受けた場合、県家族会に申込者の情報を通知
する。

②　会員名簿の更新及び提出
　本部は、毎年11月末に各県から提出を受けた会員名簿に基づき本会の会員名簿を更新
し、翌年6月末日までに内閣府公益法人認定等委員会に提出する（公益法人等認定法第22
条第１項）。

③　会員名簿の備え置き
　本部事務局に本会全体の会員名簿を備え置く（一般社団・財団法人法第32条第１項）。

④　会員名簿の閲覧
　本会本部は、会員名簿（住所を除く。）の閲覧又は謄写の請求があった場合は、本部事
務局内でこれを認める。但し、本会に正当な理由がある場合は、断ることができる。



─ 12 ─

２　組織
（１）組織の維持及び活性化

ア　組織の維持
　組織の確立は、家族会活動の基礎である。このため、各県の特性に応じて各県家族会か
ら地区会までの組織を有機的に構成するとともに、組織内に隙間のないネットワークを構
成することにより緊密な連携を保持することが重要である。

イ　組織の活性化
（ア）県以下の組織力の強化

・家族会本部と各県家族会との連絡体制の充実
　現在、各県家族会の３／４がメールでの連絡が可能であり、更にメールのネットワー
ク（連絡網）の構成を推奨

・ このため、役員又は事務局員には技能（パソコン、モバイル等）保有者が就任すること
が重要

（イ）会員拡大施策（ 隊員家族の入会促進）
・家族支援協力を通じた隊員家族（両親、配偶者、子ども等）の本会入会に努力
・予備自、即応予備自の家族（両親、配偶者等）の本会入会に努力

（ウ）希望により本部から講師を迎え、懇談等の機会を設ける。
（エ）会員が魅力を感じる活動の機会の拡充

・駐屯地記念日行事等部隊行事の参観
・隊員に喜ばれる活動の実施
　具体例： 手作りの品の寄贈、災害派遣隊員へのウエットタオルの配布、節目ごとの隊員

の応援・激励

（２）女性会員への期待
　近年は、国も女性の役員・管理職登用を奨励している。自衛隊にあっても、配置職域の
制限を実質的に撤廃し、女性自衛官の採用枠を拡大している。
　本会も女性会員の拡大に努めるとともに、各県自衛隊家族会・地区会で女性役員の就任
を奨励して、更なる女性会員の活躍を助長することが重要である。

女性会員への主な期待
ア　女性の立場・目線からの建設的意見の提案とキメ細かく粘り強い実行力
イ　女性会員の重要ポストへの配置による活躍の場の拡大（県会長・事務局長、地区会長

等）
ウ　隊員夫人の入会促進による会員拡大と家族支援協力等を通じた活発な行動

３　運営
（１）事業計画書・収支予算書

　公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する団体であり、その事業運営に
おいては、透明性が大切である。そのため、公益法人には、事業報告だけではなく、事業
計画書及び収支予算書等の作成・開示等が求められている。
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ア　事業計画書・収支予算書の作成（公益法人認定法第21条第１項）
（ア）各県は理事会決定（書面決議）により本部が毎年12月に示す事業計画書（骨子）に基

づいて事業計画書及び収支予算見積を翌年２月末までに本部に提出
（イ）前年度３月に本部理事会で、次年度の事業計画書及び収支予算書を決議
イ　事業計画書・収支予算書の示達

　本部理事会における決議後、事業計画書及び収支予算書を郵送、Ｅメール添付及びホー
ムページにより各県に示達

ウ　各県家族会が事業計画書等の作成にあたり留意すべき事項
（ア）理事会には本会の業務執行を決定する任務があり、業務計画書の作成もその一つであ

る。本会が当該年度中に実施する予定の事業は、本部及び県家族会を通じて洩れなく記
載する必要がある。　 重要 

（イ）本部と県家族会は一体で事業を推進しなければならない。本部の事業計画書と県の事
業計画書は整合がとれていることが重要である。

（２）事業報告・収支決算
　事業報告・収支決算は、透明性を確保し、事業の成果を評価するため、総会に報告し承
認を得なければならない。

ア　事業報告の内容
　事業報告についてのフォームその他の規定は特にない。事業計画書と同様に公益事業（公
１、公２）とその他の事業に区分して執行した事業の成果を具体的に記述する。

イ　収支決算書の内容
　収支決算書についてのフォームは、「参考資料」に添付。内容は次のとおり。

ａ　収支計算書
ｂ　収支計算書（内訳表）
ｃ　財産目録
ｄ　貸借対照表
ｅ　監査報告書

ウ　事業報告・収支決算書作成にあたり留意すべき事項
（ア）事業報告

ａ　事業報告は、当該年度に実施した事業の成果を総括して、じ後の事業計画に反映さ
せる重要な報告書である。

ｂ　このため、単に実施した事業を列記するにとどまらず、良好な点と反省する点を明
確にすることが重要である。

ｃ　事業に数値目標を設定した場合は、その達成度と結果の分析を行うことが重要であ
る。これにより、次年度の目標設定の基準になるとともに、活動の活性化にも寄与で
きる。

（イ） 収支決算
　収支計算書・収支計算書（内訳表）・財産目録・貸借対照表が全て正しく照合してい
ること。
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本部の実施事項
①　事業計画書及び収支予算書の作成（公益法人認定法第21条第１項）
②　事業計画書及び収支予算書の内閣府への提出（公益法人認定法第22条第１項）
③　事業計画書及び収支予算書の主たる事務所への備え付け（公益法人法第21条第１項）
④　事業報告書・収支決算書の作成（公益法人認定法第21条第2項）
⑤　事業報告書・収支決算書の内閣府への提出（公益社団法人及び公益財団法人に関する法

律施行規則第38条）
⑥　事業報告書・収支決算書の主たる事務所への備え付け（公益法人認定法第21条第２項）

（３）総会・理事会
ア　総会
（ア）総会の役割（一般社団・財団法人法第36条）

①　会の主要事項を決定する理事及びこれを監視する監事の選任及び解任
②　事業報告及び決算を審査し適正に事業を推進しているか監督
③　定款の改正

（イ）総会の出席者　すべての正会員が出席する権利を有する。しかし、全会員が一堂に会
することは困難であるので、県会長又はその代理者は委任状を持って出席し、議決権の
代理行使を行う。（一般社団・財団法人法第50条）

（ウ）総会の議決権　正会員１人が１個の議決権を有する。（一般社団・財団法人法第48条）。
従って、各県会長は委任状を提出した所属会員数と同じ数の議決権を持って総会に臨む
ことになる。

（エ）総会の充足数　総会は全会員の議決権の過半数以上が出席しないと成立しない。（一
般社団・財団法人法第49条）

（オ）総会の議決　通常は出席者（委任状提出者を含む。）の過半数であるが、定款の変更、
監事の解任等重要な議題は３分の２以上の多数による。（一般社団・財団法人法第49条
第２項）

（カ）総会の開催　定期総会は決算書の取りまとめ終了後例年６月中下旬に東京で開催され
る。臨時総会は必要があるときに開くことができる。（一般社団・財団法人法第36条）

イ　理事会
（ア）理事会の役割（一般社団・財団法人法第90条）

①　本会を代表する会長及び業務執行に責任を持つ理事を選任又は解職（一般社団・財団
法人法第90条）

②　事業計画、予算及び総会の開催その他の重要事項を決定（一般社団・財団法人法第90条）
③　会長、業務執行理事の職務を監督（一般社団・財団法人法第90条）

（イ）理事会の開催 定期理事会は年４回開かれるが、総会時と３月末の理事会の外は、書
面による会議である。12月頃の理事会（書面）では翌年度の事業計画の骨子が決められ、
これに基づき各県家族会に通知される。（一般社団・財団法人法第93条）

（ウ）理事会の構成  理事は現在33名を定員とし、総会で選任される。理事のうち14名は各
地域協議会ごとにその所属会員数に応じた理事数を選任できるように理事会が候補者を
総会に提案するのが通常である。（定款第34条）
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本部の実施事項
①　理事会の招集通知の発出
②　理事会の運営
③　理事会において各県新任会長を承認
④　理事会において総会提案事項を決議

４　活動
（１） 防衛講演会

ア　自衛隊家族会主催の防衛講演会の担任

意 義 ・ 目 的
本会会員及び国民に対して、主としてわが国の安全保障に関する諸問題を
テーマに講演し、防衛問題について理解を深めるとともに、防衛意識高揚に
寄与する。

担 任 51県家族会の持ち回り

年 間 の 回 数 ２回

予 算 特別助成金（本部予算）を担任県家族会に交付

講 師 の 選 定 防衛問題の見識が深い人

聴 講 者 本会会員や隊友会その他の自衛隊関係者以外の参加を重視　 重要 

他の行事との　
関連

他の行事の一環としてではなく、単独の行事として実施

イ　県・地区会等主催の防衛講演会
・自衛隊家族会主催の講演会に準じて実施
・講師は、地域に存在する部隊、地本の指揮官、幕僚に依頼するのが有効
・本会会員や自衛隊関係者以外の聴衆の参加に努力

本部の実施事項
①　自衛隊家族会主催の講演会の中期計画の作成
②　担任県家族会に対する示達
③　自衛隊家族会主催の講演会の当年度計画の作成
④　講師の選定について担任県と調整

（２） 防衛情報紙「おやばと」の発行
ア　「おやばと」の意義・役割

「おやばと」は、「広く国民の防衛意識の普及高揚に努める」という本会の目的を達成す
るための主要な公益事業であり、また、「隊員と家族をつなぐ」ための重要な手段でもある。
このため、「おやばと」の内容を充実し、会員は勿論、広く国民にも本会の情報を発信し
ていく必要がある。

イ　「おやばと」の活用
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（ア）「会員みんなの広場」
　全国の県家族会や地区会の活動が「家族会ほっとライン」の７面・８面にまとめられ、
全国の会員に様々な情報を提供することができる。また、会員自らもその情報から学ぶ
ための「会員みんなの広場」として活用できる。

みんなの紙面です。気軽に投稿しよう

（イ）自分たちの活動を紹介する機会
　自分達の活動の証として、「おやばと」に記事を積極的に投稿しよう。日頃から取り
組んでいる地道な活動や独自の取り組みなどを紹介する絶好の機会となる。

普段の活動で大丈夫です。自信をもって投稿しよう

（ウ）地区会内の活性化に繋がる
　自分達の活動が写真とともに掲載されれば、参加した方は素直に嬉しく感じ、活動に
対する励みとなる。更に、参加していない会員は自分の地区会の活動を知ることから、
次回の参加に繋がることが期待できる。

新聞に掲載されれば会員の励みになる

ウ　投稿記事の作り方
（ア）題材

【これまで投稿されている記事の代表例】
・部隊（基地）研修、出身隊員の激励、自衛隊行事への参加・激励
・新隊員訓練の激励、部隊の訓練見学
・家族支援協力に関する部隊との調整や実動訓練
・県家族会及び地区会の総会、家族会大会及び女性部交流会、防衛講話
・募集協力（街頭募集、艦艇広報、募集看板の設置、祭りなどで地本の支援）

【あまり投稿はないが紹介したい記事】
・家族支援協力の具体的施策（全国に紹介し活動の普及を図りたい。）
・募集協力の活動（募集が厳しい中、家族会の協力活動を広めていきたい。）
・会員の個人投稿で、地区会や活動に対する思い
・家族（主としてご両親）から見た自衛隊或いはお子様等に対する思い
・家族（主として配偶者）から見た自衛隊や家庭への思い
・憲法改正についてのあなた（会員）の考え

（イ）字数
　各家族会等からの投稿記事に軽重はなく、できるだけ多くの記事を掲載するために通
常の記事は、約400字から約500字程度の文章にまとめる。　 重要 

（ウ）作成のコツ
ａ　記事の内容

・記事は、筆者から読者に伝えるもの
　実施したことだけでなく、会員の様子やエピソードなどを入れると想像が膨らむ。
感じたこと、得たこと、教訓、所見などを加えると、更に充実した記事になる。
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・記事を作ることは、難しいことではない……簡単に考えよう！
　記事は、400字程度でも十分です。例えば、部隊研修の記事ならば、研修の概要で
およそ200字、研修の１場面の出来事（様子）で100字、研修の感想で100字と見込み
をつければ、それほど難しいことではないでしょう。
　投稿された文章は専門家が校正しますので安心を！

・最後に記事の執筆者（事務局長　○○　○○）を入れる。
ｂ　見出しは「記事の顔」

・ 「新隊員の行進訓練を激励」では「タイトル」ではあっても、新聞の「見出し」とは
ならない。例えば、「訓練に取り組む我が子を激励」　「ひたむきに頑張る姿に感動」
何を伝えたいのかを端的に （通常２段の見出し）

・読者が内容を読んでみようと思わせる言葉を見出しにします。
　掲載する記事の見出しは、編集担当者も懸命に考えます。

ｃ　写真は「記事の命」
・ 紙面が部隊研修等の集合写真ばかりでは興味を持たせることはできない。研修中の一

場面や会員の表情など、いろいろな写真が混ざっていることで紙面を面白くする。※
写真の説明（キャプション）を必ず書いてください。
　読者の目を引く、動きのある写真　 重要 

チョコレートを手渡し新隊員激励 隊員宅を訪問し安否確認

左は一般的な記事
個人の投稿やトピックス
などは、右のような目立つ
囲み記事

エ　投稿時期
　発行月の前月20日が締切　（例）４月号であれば、３月20日まで。
※ 投稿は締め切り直前でなく１週間前をメドに、できるだけ早くお願いします。投稿が遅

くなると予定している号に掲載できず、時期外れの記事となる。
オ　投稿方法

　投稿記事と写真は、次のいずれかの方法で「おやばと」編集長に送付する。
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・メール: jkazokukai@jkazokukai.or.jp
・郵　送：〒162-0845　東京都新宿区市谷本村町5-1
　　　　自衛隊家族会「おやばと」編集長

（ア） 記事本文
　パソコンで作成した文章をメールで送付
　メールをされない方は、パソコンや手書きで作成した文章をＦＡＸ又は郵送

（イ） 写真
　画質が鮮明であることが大事なので、メールで写真データを送信する。ただし、写真は
容量が大きく届きにくいことがあるので、多くの写真がある場合は数回に分けて送る。（１
回で５〜６枚の写真が適切）
　メールをされない方は、現像した写真を事務局に郵送する。

カ　「おやばと」の拡販
「広く国民の防衛意識の普及高揚」を図り、「隊員と家族」をつなぐには、会員全員そし

て多くの国民に読んでもらう必要がある。
　しかし、現状の会員購読率約60％！　既会員は勿論、新入会員にも読んでもらいましょ
う。

（３）家族支援協力
ア　本会が行う家族支援協力の役割

隊員家族の支援 ➡ 部隊が主体
↓

有事、災害：自衛隊員は出動
↓

部隊による家族支援だけでは不十分
↓

自衛隊家族会をはじめとする関係部外協力団体が部隊の家族支援に協力

＊ 家族支援協力とは？

　自衛隊員は、各種事態が発生したら出動しなければならない。
　出動する自衛隊員の立場に立つと、家族の安否が心配である。心配を軽減して後顧の憂い
なく任務に邁進できるよう隊員家族を支援するのは、本来は部隊の任務であるが、出動する
部隊は任務遂行に手いっぱいで、家族支援に十分な人的余裕がない場合が多い。
　このような時に自衛隊家族会は隊員家族の安否確認等を行って部隊に報告するなどの支援
を行う。

イ　家族支援協力を効果的に行うために各県家族会が実施する事項
（ア）地区会の担任区域の決定
（イ）担任区域自衛隊員の支援要望リストの把握
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（ウ）家族会員の支援可能リストの作成
（エ）支援対象家族との顔合わせ
（オ）自衛隊が計画する家族支援訓練に参加
（カ）各県家族会の訓練の計画・実施
（キ）隊友会等他の協力団体・自治体との連携

＊ 家族支援の細部の要領等は参考資料「家族支援協力の手引き」を参照

本部の実施事項
①　陸幕厚生課との調整、情報及び意見交換
②　施策推進要領の具体化と各県への伝達
③　家族支援協力の手引作成と各県への配布
④　海空自への情報提供・調整

（４） 募集・援護協力
ア　自衛官募集の現状
 非常に厳しい 

➡　少子化、景気の回復
➡　 募集目標が達成できない地本の発生 　➡　 それだけ厳しい 

イ　自衛隊家族会の募集協力
　自衛隊家族会＝地元に明るい組織であり、募集情報を収集し易い組織

↓

１件でも多くの募集情報を自衛隊に提供しょう！

ウ　各県家族会が実際に行っている募集協力の参考
・ 家族会員が地本に募集情報を提供
・ 家族会員が募集相談員となって、地本の募集活動に協力
・ 家族会員が広報官と一緒に自衛官募集のチラシを配布
・ 家族会員が広報官・募集相談員とともに自衛官募集の市街地広報に協力
・  家族会員が広報官・募集相談員とともに自衛官募集の「うちわ」等のグッズを街頭で

配布

広報官・募集相談員とともに自衛官募集の市街地広報
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本部の実施事項
陸幕募集・援護課との情報・意見交換

（５）総合募集情報誌「Defense World」の発行
ア　発行の目的

　目的は、第一に自衛官を志す若人に「自衛隊はどんなところ
か」を知ってもらう資料を提供することである。
　第二に、自衛隊の総合情報誌として、広く社会人や隊員家族
にも自衛隊の姿を紹介することである。
　このため、自衛隊にはどんな仕事があるのか、日常生活はど
うなるのか、待遇や昇任の状況、入隊から退職後の再就職、更
には我が国の安全保障政策まで幅広い内容になっている。

イ　「家族の声」への投稿
（ア）本誌の「家族の声」の欄に、全国の家族会会員からの「入隊に至るまでのご家族の思

い出や心境」、「入隊時や入隊後のエピソード」等を掲載している。
（イ） 本部から依頼を受けた県事務局は、次の流れで本誌に投稿する。

①　本部から依頼を受けた県事務局
該当する家族を選出して、「Defense World」に掲載する「家族の声」の原稿作成、原

稿及び写真（制服姿のご本人とそのご家族が一緒）の提出を依頼する。
②　県事務局から依頼を受けた家族

紹介したい内容を600字程度で文章にする。
なお、原稿については、これをワード（やむを得ない場合は紙面）で作成し、指定され

た期日までに依頼元の県事務局に写真とともに提出する。
③　原稿等の提出を受けた県事務局

原稿の字数、誤字、脱字、文末の統一（である調か、ですます調か）及び写真は示され
た内容のものか否かを確認したのち、原稿及び写真を本部に提出する。

なお、提出はメールあるいはＵＳＢ等（やむを得ない場合は紙面）同封の郵送を利用し、
写真は解明度が落ちないような手段を用いること。

ウ　「自衛隊家族会の活動」の掲載に資する写真の提供
　各県事務局は、研修・会議等の活動、家族支援協力活動、自衛隊の訓練・災害派遣への
激励等の写真を本部に提供し、家族会の活動状況を紹介する。

なお、次の写真は各県家族会から提供頂いたものの一例です。

海上自衛隊横須賀基地研修 九州・沖縄地域協議会との連絡会議
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エ　購読者層の拡大
　各県事務局は、購読者層の拡大のため、特に以下のことに留意して広く本誌の紹介に努
める。

・駐屯地、基地の広報等該当部課への本誌の紹介を、家族会会員自らが実施
・ 総会、地域協議会等において、会員に対し、「機会あるごとに広く本誌のＰＲの実施」を

依頼

本部の実施事項
①　「家族の声」への投稿依頼

　毎年、各地域から5年以上「家族の声」に投稿していない県を基準に計12県を選出して、
当該各県に陸・海・空各自衛隊を指定し、提出期限を示して当該県事務局に投稿を依頼す
る。

②　受領原稿等の確認、編綴
　受領した原稿の内容（字数、誤字、脱字、文末の統一）及び写真の適否（示した内容）
を確認して、編綴する。

（６） 隊員等に対する慰問・激励
ア　国際平和協力活動派遣部隊、災害派遣部隊、脅威等対応部隊、演習・訓練参加部隊等に

対する慰問・激励。国際平和協力活動派遣部隊の激励は、派遣部隊の地元の県会長が自衛
隊家族会会長を代行する。

イ　駐屯地等創立記念行事等の際の部隊訪問による隊員の激励
ウ　各県出身隊員を訪問して行う激励

本部の実施事項
「国際平和協力活動等支援基金」を活用した激励の実施（各県会長に代行を依頼）

（７） 北方領土返還要求運動署名活動
ア　署名活動事業の流れ

３月下旬までに署名用紙を地本から入手する。

↓

家族支援協力（安否確認訓練） 行進訓練中の自衛官候補生への激励
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各県家族会は主として４月から10月の間、署名を収集する。

↓

署名用紙を千島・歯舞居住者連盟（札幌市）に送付する

↓

活動状況調査表（ｐ28参照）に県全体の署名数を記入する

イ　本会の署名活動の実績

平成29年度までの成果 　　➡　　 約800万人分の署名を収集（全国総計の約１割） 　

特に昭和63年からは、毎年20数万人分の署名を収集
ただし、この数年間は大幅に減少し、２年連続で20万人を割り込んでいる。

本部の実施事項
１　北方領土返還要求全国大会（毎年２月７日）に参加
（１）自衛隊家族会会長は、壇上にて参加
（２）自衛隊家族会の代表が、主として署名活動に関する決意表明を実施
２　署名数の集計と署名収集団体への署名数通知
３　ビザなし交流北方四島訪問者の選任

原則として各県家族会から１名、本部から１名参加

（参考）署名簿はどのように活用されているか？
本会を含む数多くの団体により全国から集まった署名簿は、毎年、北方領土返還要求運動

署名活動で実績のある団体が衆参両院に早期返還を求める請願をする際に請願書に添付して
いる。本会は、最大の署名団体として請願の際に毎回発言の機会を与えられている。本会の
他に請願に参加している主要な団体は、次のとおりである。（年度によって参加しない団体
もある。）
・日本青年団協議会
・全国地域婦人団体連絡協議会
・日本労働組合総連合会
・公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟
・東京根室会
・公益社団法人日本青年会議所

私たちが当面出来る返還要求運動は、署名活動で外交を後押しする以外にありません。
毎年の繰り返しですが、あきらめたら終わりです。頑張り続けましょう。

たくさんの署名簿を前に国会議員に北方領土返還の
請願を行う本会理事（左奥、平成₂₇年 ₆ 月国会にて）
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（８） 自衛隊家族会と自衛隊地方協力本部及び部隊との関係
ア　本会と地本の基本的な関係

地本長は、その担当区域に所在する、自衛隊家族会の支援を担任するほか、所在する部隊等
の長が、本会の支援を行う場合の窓口となり、連絡調整を行う。（「自衛隊家族会の支援要領
について」（陸自通達から）

イ　地方協力本部の組織

本部長

本部長

地域事務所等募集課 援護課総務課

＊規模の大きい地本には、予備自衛官課があり、渉外広報室を設置しているところもある。
ウ　地本との連携要領
（ア）連携の原則
県家族会本部 　⇔　 地本本部 　　　　　　 県家族会地区会　　⇔　 地本地域事務所等
（イ）連携にあたり留意すべき事項

　家族会の活動は、地本との連携が必要であることは言うまでもないが、地本の最も重
要な任務は募集・援護であることを考慮し、地本に対する協力を重視するともに家族会
でできることは、自ら行う姿勢が重要である。

エ　部隊との関係
（ア）家族支援協力

　平成29年度から本格的に施行された家族支援への協力に関する自衛隊の窓口は、駐屯
地業務隊である。
　ただし、駐屯地業務隊長等が調整困難な地域における関係部外団体等との連絡及び調
整は、地方協力本部長の任務である。このため、家族会は、平素から駐屯地業務隊とと
もに地本と密接に連携することが重要である。

（イ）部隊研修等
　本会は、駐屯地・基地の創立記念行事への参加、部隊研修及び自衛官候補生の入隊式
や訓練の激励等で部隊を訪問する機会がある。
　家族会が部隊研修等を申し込む場合は、地本を通じて申し込むのが原則である。研修
が許可されたあとの細部の調整は、部隊等の広報担当者と行う。

（９）関係協力団体
ア　隊友会

　隊友会は、自衛隊退職者及び予備自衛官等を正会員とする全国組織の団体で、「国民と
自衛隊とのかけ橋として、相互の理解を深めるとともに、防衛意識の普及高揚に努め、国
の防衛及び防災施策、慰霊顕彰事業並びに地域社会の健全な発展に貢献することにより、
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わが国の平和と安全に寄与し、併せて自衛隊退職者の福祉を増進すること」を目的にして
いる。平成23年４月１日に公益社団法人に認定された。

イ　日本郷友連盟
　日本郷友連盟は、内外の情勢を明らかにし、国防思想の普及をはかり、英霊の慰霊・顕
彰を行うとともに光栄ある歴史及び伝統を継承助長し、もってわが国の発展に寄与するこ
とを目的にしている。平成24年４月１日に一般社団法人に認可された。

ウ　全国防衛協会連合会
　全国防衛協会連合会は、防衛意識の高揚を図り防衛基盤の育成強化に寄与するととも
に、自衛隊の活動を支援・協力することを目的とした全国組織を有する民間の任意団体で
ある。

エ　偕行社
　戦没者及び自衛隊殉職者等の慰霊顕彰、安全保障等に関する研究と提言、自衛隊に対す
る必要な協力、並びに定期刊行誌『偕行』等により防衛基盤の強化拡充に寄与し、もって
我が国の平和と福祉に関する国政の健全な運営の確保に資することを目的とする公益財団
法人である。

オ　水交会
　水交会は、海洋安全保障に関する調査研究や政策提言に取り組むとともに、海上自衛隊
が行う諸活動への協力や先人の慰霊顕彰、地域社会活動への参加、諸団体との交流等を積
極的に行い、もって国政の健全な運営の確保に寄与することを目的とする公益財団法人で
ある。

カ　つばさ会
「つばさ会」は会員相互の親睦のほか、航空自衛隊の諸業務への協力・支援や社会に対

する貢献などの活動を通じて、航空防衛力の発展に寄与することを目的とする航空自衛隊
退職者団体である。

キ　関係協力団体との関係
　関係協力団体とは定期総会に代表者の相互参加や賀詞交歓会等の行事の共催など相互に
協力している。また、隊友会とは家族支援協力でも共同で自衛隊を支援している。

（10）都道府県及び市町村
ア　都道府県及び市町村は自衛隊法第97条及び自衛隊法施行令第114〜120条により、自衛官

及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うことになっていて、募集に関する広報
宣伝も行う。

イ　地区会が募集業務で協力する上で、役所内における「おやばと」の陳列・配布及び入隊・
入校激励会実施時の首長参加の協力を得ている地区会もある。

ウ　各県及び地区会は、地方協力本部募集事務所等及び募集相談員と連携して、市町村との
親密な関係を作り、維持するよう心掛けることが重要である。

５　財務
（１）年会費

ア　会費の構成と現状
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会費は、正会員会費及び賛助会員会費で構成される。
（ア）正会員会費

　家族会活動経費の主要財源は正会員の納入する年会費である。
（イ）賛助会員会費

　賛助会員は、法人等（地域団体等含む）及び個人で構成される。
イ　年会費の額の決定

正会員及び賛助会費の額の決定は、県家族会長に委任されている。
（定款第10条、会費納入規則第2条・3条）

ウ　年会費の集金要領
一般的な集金要領は次のとおり

・ ゆうちょ銀行等振替による集金
・ 役員等の訪問による集金
・ 県総会、各種行事実施時に集金

※　納入率向上施策の具体例
会員の入会時に会費納入の義務をよく説明し、入会者の理解を得るよう努めている。
各県の「おやばと」配布組織と集金組織を作り、それを一体化している。
会費集金責任者を数名指定し、責任体制をとっている。

（2）会費未納者
・正会員は会費を納入しなければならない。
・何らかの理由で、2年以上会費を納入しなかったときは、退会したものとみなす。
（定款第10条、第11条第2項）

（3）分担金
ア　分担金の構成

・分担金　公益事業を行い法人として必要な管理をする上で必要な資金を各県家族会が
分担する制度

・仕組　　各県家族会は、所属会員数に応じた額と各県均一の定額の合計額で毎年度総
会で決定した金額を本部に納入

イ　平成31年度以降の分担金の仕組は次のとおりである。

①　各県均一定額 ： 2万円
②　会員数比例額：会員数×一人当たり単価
　　（ 本会の活動に必要な総額から、広告収入及び賛助会員会費の額を差し引いた額を総会

員数で割った額）
③　多数会員県減額：県所属会員数が3,000人を超える大規模県に対して概当県全部で70万

円減額（多数会員県の募集努力及び管理経費が多額になることを考慮）
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６　自衛隊家族会の広報
（１）「パンフレット」の活用

ア　特徴と発刊の目的
　本パンフレットはＢ５版で８ページからなり、ロゴマーク 
とキャッチフレーズを入れて、家族会の紹介と入会案内の両方
を兼ねている。
　併せて、現会員を対象に「自衛隊家族会」の一員としての誇
りと自覚を促すこともその目的としている

イ　活用
ａ　本会の普及と周知、徹底

　各県事務局は、自衛隊家族会を知らない人々、とりわけ隊員およびその家族に対して
本誌を活用しながら、特に以下の機会を捉えて家族会を紹介する。

・部隊等へ出向いた時
・訓練激励、駐屯地、基地等の開放行事、イベント、入隊行事等への参加時
・都道府県、市町村の実施する自衛官募集に併せて本誌の備付け依頼
・地本の街頭募集活動時

ｂ　入会勧誘
　各県事務局は、上記の家族会紹介時において、隊員家族で未入会者の勧誘を行う。
　また、各県事務局は、地区会員に対して入会希望者の情報収集を呼びかけるとともに、
入会希望者には、その手続き、手順を説明して、会員確保に努める。

本部の実施事項
①　各県の希望による配布

　パンフレットを各県の希望に従い、原則として２年に１回配布する。
②　パンフレットの更新

　自衛隊家族会を取り巻く状況の変化等に応じ、パンフレットを更新する。

（２）「ロゴマーク」の活用　
ア　作成目的

「自衛隊家族会」のイメージに相応しいロゴマーク
を作成し、「自衛隊家族会」の広報・普及に資する。

イ　ロゴマークの説明
①　全体で隊員と家族をつなぐ家族会をシンボライズ

している。
②　左側

　家族会の頭文字「Ｋ」をモチーフ　にしてアカネ色で家族会を表している。
　左の力強いシェイプは、隊員の親の立場（目線）で自衛隊員と家族に傘をかけて守っ
ているようなイメージを表し、中央の半月形は、自衛隊員に寄り添う家族を表している。
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③　右側
　紫の丸で自衛隊員をイメージしている。

〔参考〕「アカネ（茜）色」
　古来より染料として使われ、「優しく明るい」「周囲を包み込むような温かい」など優し
くおおらかな印象を持つ色。他との識別も容易なことから家族会の「色」として選定した。

ウ　活用例
ａ　名刺、各種印刷物
ｂ　幟、帽子、ベスト等
ｃ　その他、家族会を認識・広報する場合に使用する。

エ　ロゴマークの取得方法
ａ　自衛隊家族会ホームページからダウンロード
ｂ　本部事務局からメールでデータを取得

（３）「帽子・ビブス」の活用
ア　作成目的・経緯

　自衛隊家族会の会員が、災害時に留守家族の安否確認を行う場合な
どで、家族会の会員であることを示すとともに、家族会が活動してい
ることを周囲に知らせるため、家族会会員用の「帽子」と「ビブス」
を作成（特注品）し、平成30年1月に各県家族会に配布した。

イ　活用例
ａ　家族支援協力（安否確認）時に訪問先の隊員家族に家族会員であることを認識させる。
ｂ　各種行事において、家族会活動を宣伝し、認識を高めてもらう。
ｃ　募集・広報協力において家族会が活動していることを広報する。

ウ　各県の予算で増加購入する場合
（ア）特注品のため、注文数により単価が大きく異なることから、各県からの注文の総数が

概ね200個になった時点で、一括して本部で注文する。
　この際、各県は納品希望時期を明らかにして本部に注文する。

（イ）ビブスは、どのようなデザインでも注文時の総数により単価が決まるため、家族会で
配布したビブスに、県名、地区会名等を付加しても単価は変わらない。注文の際は各県
ごとデザインを決めてから注文する。

（デザインの一例）
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７　その他の業務
（１）報告

ア　活動状況等調査の目的
　家族会の諸活動を総括的に把握し、当該年度の活動成果を分析・検討するとともに、次
年度の諸計画作成の基礎資料とする。

イ  調査項目
（ア）活動状況

ａ　会勢　会員（正会員・賛助会員・女性会員）数、正会員組織率、新入会員数、新入会
員入会率

ｂ　財務　会費納入者数、会費納入率
ｃ　おやばと購読　購読数（月平均）、購読率、会員以外に配布した数
ｄ　地区会の状況　地区会の数、新編地区会の数、地区会結成率
ｅ　防衛講演会　県及び地区会が実施した講演会の数、会員以外にも聴講を拡大した講演

会の数
ｆ　北方領土返還要求署名活動　収集した署名数、会員一人が２名分の署名を集める前提

での署名獲得率
ｇ　募集　地本に提供した募集情報数、情報が入隊に結び付いた数
ｈ　援護　地本に提供した援護情報数、情報が就職に結び付いた数
ｉ　家族支援協力　家族支援協力の成果

（イ）地区会別会員集計表　 地区会ごとの会員の数
（ウ）県役員名簿　 県役員及び地区会長の名簿
ウ　調査時期

毎年、10月１日から翌年９月30日までの１年間を対象

毎年11月１日という報告時期を守ること

（２）本部表彰及び感謝状の上申
ア　表彰等上申該当者
（ア）表彰　：地区会並びに正会員
（イ）感謝状：本会の事業に著しい協力をした団体又は個人
イ　功労の基準
（ア）表彰状

ａ　各県家族会長の表彰受賞したことのあるもの。
ｂ　過去に表彰したものは、前回の表彰から４年以上（4年を含む。）経過していること。

（イ）感謝状
各県家族会長の感謝状を受けたことのあるもの。

ウ　上申要領
（ア）各県家族会の表彰上申者数は毎年１２月に文書で上申基準数を通知する。
（イ）表彰及び感謝状の上申は、「『表彰及び感謝状贈呈に関する規則』別紙」に必要事項を

記載してＦＡＸ又はメールで、２月下旬までに上申する。
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（「表彰（感謝）状上申名簿様式の一例」参照）
エ　通常３月下旬に各県家族会長に被表彰者等名を通知する。各県家族会は受賞者に通知す

るとともに広く周知を図る。
オ　各県会長からの上申に基づく表彰及び感謝状の贈呈は、各県定期総会時に各県会長から

受賞者に伝達する。

 根 拠 ：表彰及び感謝状贈呈に関する規則

表彰（感謝）状上申名簿様式の一例

申 序 列 １／１ 氏　 名 山田　太郎

役　 職 理事 生年月日 昭和○○年○月○日（〇〇歳）

住　 所 ○○県○○市○○町１－１ 男　　女　　別

受 賞 歴

・県父兄会長表彰　　　　Ｈ１年５月
・家族会会長　表彰　　　Ｈ９年６月
・地方協力本部長感謝状　Ｈ２年５月
・師団長等　感謝状　　　Ｈ３年８月
・方面総監等感謝状　　　Ｈ５年７月

表彰事由

該当する表彰事由（該当するものに ○ 印）

「募集援護功労」　   「一般功労」  　  「その他功労」

功　 績

○ 家族会での主な役職歴
Ｈ1年１月〜Ｈ10年1月　○○地区会長
Ｈ5年６月〜現在　　　　理事

○最近の主な功績
１　Ｈ27年度防衛講演会の担当理事として、関係機関と密接に連携し、参加

者約500名を集め、市民の防衛意識の普及高揚に尽力した。
２　長年にわたり、新隊員教育課程の２５㎞行進訓練を激励し、部隊の業務

に協力した。
３　H28年度新入会員を10名獲得し会勢の拡充に寄与した。
４　北方領土返還署名運動に積極的に尽力し、100名の署名を集めた。

備　 考 その他特記事項
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（３）カレンダー注文
ア　9月末までに、「自衛隊家族会名入り」「独自名入り（○○県家族会等）」「白紙」に区分

して注文する。
　「独自名入り」の場合、「公益社団法人自衛隊家族会○○県家族会」の場合のみ「公益社
団法人」を冠することが出来る。（「公益社団法人○○県家族会」は名称詐称になるので使
用しないよう注意する。）

イ　配布時期は12月上旬となるが、11月に配布を希望する場合は、その旨を注文用紙の備考
欄に記載する。

ウ　支払いは、各県ごと、請求書の額に基づき、直接タイユウサービスに支払う。

注文用紙記載の例

○○年○○月○○日
〔　○○県家族会名　　〕

注文数

「自衛隊家族会」名入り 100部

「独自」名入り 50部

白　紙 30部

独自名及
び部数

○○県自衛隊家族会　30部
○○市自衛隊家族会　20部

カレンダー
送付先

郵便番号、住所、氏名、電話番号

請求書
送付先

カレンダー送付先と異なる場合に記載してください。

連絡先 カレンダー送付先及び請求書送付先と異なる場合に記載してください。

備　考 11月30日必着

（４）ボランティア保険
ア　ボランティア保険の概要
（ア）保険制度導入の主旨

　本会が行う自衛隊員の家族支援協力を実施する会員に万が一の事故が発生した場合に
備える。

（イ）保険の対象となる活動
ａ　災害発生時における家族支援協力活動
ｂ　自衛隊が計画する家族支援実動訓練の参加
ｃ　県家族会が独自に実施する家族支援実動訓練（家族支援協力の一環として行う「おや

ばと」手配りを含む。）
（ウ）報告事項

ａ　年間ボランティア参加見込み数の報告
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・内容：見込み人数
・時期：契約時（毎年９月末）

ｂ　月毎の新規ボランティア参加者の報告
・内容：氏名、活動内容
・各県は、本部に活動月の翌月５日まで報告
・本部は、契約損保会社に翌月10日まで報告

（エ）保険料支払い担当区分
ａ　次の活動中の事故に係る保険料　本部負担

・災害発生時における家族支援協力活動
・自衛隊が計画する家族支援実動訓練

ｂ　次の活動中の事故に係る保険料　各県負担
・県が独自に実施する家族支援実動訓練
（家族支援協力の一環として行う「おやばと」手配り含む。）

（オ）保険金を受け取るまでの流れ
ａ　会員：事故が起きた場合、お名前と証券番号をお伝えください。証券番号は、各県家

族会会長又は各県家族会事務局長にお知らせしてあります。
連絡先：三井住友海上火災保険株式会社
電話 ：０１２０－２５８－１８９　（お客様専用フリーダイヤル）
　　　０４７６－３１－３６４４　（０５０から始まるＩＰ電話の方）
ＦＡＸ：０３－３２５９－７１９８　（保険金お支払いセンター）

ｂ　会社：契約内容を確認し、保険金請求書類を送付
ｃ　会員：保険金の請求に必要な書類を作成し、保険会社に送付
ｄ　会社：損害状況・事故原因等確認し支払保険金を算定、保険金支払い
ｅ　会員：保険金の確認と受け取り
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第３編　各県家族会主要役職の業務執行要領

１　各県会長
各県会長は、会員の入会及び退会の承認、会員名簿の作成、事業計画の作成及び事業計画

に基づく事業の実施、収支予算書及び収支計算書の作成、活動状況調査票の作成及び事業報
告書の作成等県家族会の会務を統括する。

２　各県役員
（１）副会長

　副会長は、県家族会の会務全般にわたり県会長を補佐するとともに、会長に事故がある
とき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

（２）理事
　理事は、県家族会の業務の執行を決定する。

（３）監事
　監事は、理事の職務行状況及び財産・会計の状況を監査する。

（４）事務局長
　会長の意向を受けて県の会務全般の細部にわたり会長を補佐する。

（５）地区会長
　会員の拡大に努めるとともに、会員に対し、本部・県家族会の方針を周知徹底させ、地
区会の会務を統括する。

３　地域協議会長
地域協議会長は、地域内各県家族会相互間における業務の連携・調整を行う。（地方組織

規則第５条、自衛隊家族会定款第16・17条）

４　会計担当
（１）日々の会計業務

ア　収入・支払の実施
・心構え　手元現金は出来るだけ少なめにし、預金通帳をもって受払を実施するのが望ま

しい。
・支払計画　支払いについては支払計画を作成し、事務局長・会長の承認を受ける。

イ　分担金等の支払要領
（ア）分担金：各県「分担金」及び各地域協議会「特別助成金」の実施要領（通知）による。

特別助成金とは、各県が地域協議会に参加するために必要な旅費交通費等を助
成するものである。

　　送金額：各県分担金から各地域協議会の「特別助成金」20,000円を相殺した額
　　　　　　（※沖縄県　55,000円）

　　送金期限：希望納付　9月30日　　最終期限　　年度末
　　領収証：各県の「分担金」額で発行される。
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※相殺分は、特別助成金の受けで処置。

（イ）「おやばと」購読料：各地方協力本部に送付される各月号の「おやばと」配送表兼請
求書による。
　各月号有料分の部数変更についても、「おやばと」配送表兼請求書に記載された期限
内に連絡するものとする。

送金額：　各月号請求書の合計額
送金期限：各月、3ヶ月毎、6ヶ月毎、年間一括等各県計画による。
　　　　　最終期限　　年度末
領収証：　入金の都度発行される。

（ウ） 物品等の購入代金：家族会バッチ、ネクタイピン、カフスセット、賞状用紙等の代金
送金額：　物品等の送付時に同封された請求書の金額
領収証：　入金の都度発行される。

（エ）料金送金口座：

・ ゆうちょ振替：００１４０－９－６０１４
・ みずほ銀行：東京営業部（普通）４７０６８３６

名　義：公益社団法人　自衛隊家族会
※ 振込手数料は、送金者の負担。

（オ）「国際平和協力活動等支援基金」の募金
募金送金口座：
（指定口座）

・ ゆうちょ振替：００１７０－７－５９２７０８
名　義：家族会ＰＫＯ募金

※ 振込手数料は、送金者の負担。

領収証：　振替払込受領証（払込者控）をもって代える。
＊「国際平和協力活動等支援基金」・・・基金の名称を変更するよう検討中

（２）収支予算書等の作成・提出
ア　通常、業務計画に基づいて作成する。
イ　作成要領等
（ア）前年度１月下旬に、本部事務局長から収支予算書作成のための通知文書が、各県会長

及び事務局長宛に郵送される。同時に分担金（案）の通知文書が郵送される。
（イ）本部への提出時期：前年度２月末日
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（3）収支計算書等の作成・提出
ア　収支計算書は通常、帳簿から転記する。
イ　作成要領等
（ア）前年度３月下旬に、本部事務局長から収支計算書作成のための通知文書が、各県会長

及び事務局長宛に郵送される。
（イ）本部への提出時期：４月24日頃
（ウ）収支計算書は、財産目録・貸借対照表と必ず照合する
（エ）監事の監査を受け、監査報告書の写しを本部へ提出する

（4）寄附金受入明細書の作成・提出
ア　寄附金受入明細書は通常、帳簿から転記する
イ　作成要領等
（ア）前年度3月下旬に、本部事務局長から寄附金受入明細書送付のための連絡が、収支計

算書等の封筒に同封して、県会長及び事務局長宛に郵送される。
（イ）本部への提出時期：４月26日
（ウ）様式：寄附金受入明細書の作成について（通知）「全自父第52号（平成24年11月１日）」

を参照、上記連絡文書に添付
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（参考資料１）

公益社団法人自衛隊家族会定款

平成24年４月１日施行
平成25年６月19日変更
平成29年１月１日変更

第１章　総　　　則

（名　称）
第１条　本会は、公益社団法人自衛隊家族会と称する。

（事務所）
第２条　本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置き、必要な場合は理事会の決議を経て従た

る事務所を所要の地に置くことができる。

（目　的）
第３条　本会は、広く国民の防衛意識の普及高揚に努めると共に、自衛隊に対する協力・支援

等を通じ、我が国の安全保障・防衛基盤の確立に寄与することを目的とする。

（関係法令の遵守）
第４条　本会は、この定款に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。）、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律（平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。）等関係法
令の規定を遵守し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるもの
とする。

（事　業）
第５条　本会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）防衛講演会、防衛講話等の実施
（２）自衛隊に関する広報及び募集、援護、隊員の家族支援等自衛隊の諸業務に対する協力
（３）自衛隊員の慰問及び激励
（４）殉職隊員の慰霊及び遺族の援護
（５）広報紙等の発行
（６）国の安全保障・防衛に関する国政等への陳情、請願及び署名活動を通じての国民運動
（７）会員の防衛に関する研修
（８）会員の親睦及び相互扶助
（９）その他、本会の目的を達成するために寄与する事業

（事業実施区域）
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第６条　前条に掲げる事業は、全国各都道府県において行うものとする。

（事業年度）
第７条　本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

第２章　会　　　員

（種　別）
第８条　本会の会員は、次の３種とし、正会員をもって一般法人法上の社員とする。
（１）正会員

本会の目的に賛同して入会した自衛隊員の家族及びその他の個人
（２）賛助会員

本会の事業活動を支援するため入会した個人又は法人若しくは団体
（３）名誉会員

本会に対して特に功労があった者又は学識経験者で理事会において推薦された者

（入　会）
第９条　会員（名誉会員を除く。）になろうとする者は、総会の決議により別に定める規則に

従い、入会申込書を提出し、その承認を得なければならない。

（会　費）
第10条　会員（名誉会員を除く。）は、総会の決議により別に定める規則に従い、本会の事業

活動等に経常的に生じる費用に充てるため、会費を納入しなければならない。

（退　会）
第11条　会員（名誉会員を除く。）は、退会しようとするときは、総会の決議により別に定め

る規則に従い退会届を提出して、任意に退会することができる。
２　会員（名誉会員を除く。）が死亡したとき、若しくは会員である団体が解散したとき、又

は２年以上会費を納入しなかったときは、退会したものとみなす。

（懲　戒）
第12条　会員が次の各号の一に該当する場合には、本条第４項に定める理事会又は総会の決議

を経て、その会員を懲戒する事が出来る。
（１）本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
（２）その他の正当な事由があるとき。
２　懲戒は、次の各号に定める方法のうち、何れかの方法により行う。
（１）定款その他の規定の定めるところにより、会員の活動の制限。
（２）除名
３　懲戒は、その事由に該当すると認められた会員に対し、決議の前に、理事会において、十

分な弁明の機会を与えなければならない。また、前項２号に定める方法による場合は、当
該会員に対し、総会の１週間前までに、当該総会において除名を審議すること、かつ、そ
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の決議の前に弁明する機会をあたえることを通知しなければならない。
４　懲戒は、第２項第１号に定める方法による場合は、理事会の決議により、また、第２号に

定める方法による場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権
３分の２以上の議決により、これを決する。

５　第４項により懲戒が決議されたときは、会長は、当該会員に対し書面によりその内容及び
理由を通知するものとする。

（拠出金品等の不返還）
第13条　既納の会費その他の拠出金は、返還しない。

第３章　役　員　等

（役員の種類及び定数）
第14条　本会に、次の役員を置く。
（１）理事　28人以上33人以内
（２）監事　２人以内
２　理事のうち、１人を代表理事とし、若干名を業務執行理事とすることができる。

（役員の選任等）
第15条　役員は、総会において正会員の中から選任する。
２　代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
３　前項で選任された代表理事は、会長に就任する。
４　理事会は、その決議により副会長を選任することができる。ただし副会長は４人以内とし、

うち少なくとも１人は、第２項で選任された業務執行理事より選任する。
５　監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
６　理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係にあ

る者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。
７　他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理

事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。
８　理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅

滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

（理事の職務・権限）
第16条　理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本会の業務の執行を決定

する。
２　会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
３　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、業務執行理事た

る副会長がその職務（前項の代表としての職務を除く）を代行する。
４　業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。
５　会長及び業務執行理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執

行の状況を定期理事会に報告しなければならない。
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（監事の職務・権限）
第17条　監事は、次に掲げる職務を行う。
（１）理事の職務執行の状況を監査し、監査報告を作成すること。
（２）本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
（３）総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
（４）理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は関係法

令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを
理事会に報告すること。

（５）前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、
その請求があった日から５日以内に、２週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられ
ない場合は、直接理事会を招集すること。

（６）理事が総会に提出しようとする議案、書類その他関係法令で定めるものを調査し、関係
法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結
果を総会に報告すること。

（７）理事が本会の目的の範囲外の行為その他関係法令若しくは定款に違反する行為をし、又
はこれら行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生
ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

（８）その他監事に認められた関係法令上の権限を行使すること。

（役員の任期）
第18条　役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定期

総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
２　補欠として選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
３　役員は、第14条第１項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後におい

ても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

（役員の解任）
第19条　役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任す

る場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上の議決に基づ
いて行わなければならない。

（報酬等）
第20条　役員は無報酬とする。

　ただし、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをする事ができる。

（名誉会長及び顧問）
第21条　本会に、名誉会長及び顧問を各々若干名置くことができる。
２　名誉会長は、総会の推薦により任期を定めた上で、会長が委嘱し、必要により会長の諮問

に応ずる。
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３　顧問は、理事会の推薦により任期を定めた上で、会長が委嘱し、会長の諮問及び相談に応
ずる。

４　名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い
をする事ができる。

第４章　総　　　会

（種　類）
第22条　本会の総会は、定期総会と臨時総会の２種とする。
２　前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

（構　成）
第23条　総会は、正会員をもって構成する。
２　総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

（権　限）
第24条　総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
（１）役員の選任及び解任
（２）定款の変更
（３）各事業年度の事業報告及び決算
（４）入会の基準及び会費
（５）会員の除名
（６）長期借入金及び多額の借財並びに重要な財産の処分及び譲受け
（７）解散及び残余財産の処分
（８）合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
（９）前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項
２　前項の規定にかかわらず、個々の総会においては、第26条第３項の書面に記載した総会の

目的である事項以外の事項は、決議することができない。

（開　催）
第25条　定期総会は、毎年１回毎事業年度終了後３ケ月以内に開催する。
２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
（１）理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
（２）議決権の10分の１以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記

載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。

（招　集）
第26条　総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会
員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
２　会長は、前条第２項第２号の規定による請求があったときは、その日から６週間以内に臨

時総会を招集しなければならない。
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３　総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開
催日の１週間前までに通知しなければならない。

（議　長）
第27条　総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選任する。

（定足数）
第28条　総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することが出来ない。

（決　議）
第29条　総会の議事は、一般法人法第49条第２項に規定する事項及びこの定款に別段の定めが

あるものを除き、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否
同数のときは、議長の採決するところによる。

２　前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることができない。

（議決権の代理行使）
第30条　総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について他の正会員を代理

人として表決を委任することができる。この場合において、前２条の規定の適用について
は出席したものとみなす。

（議事録）
第31条　会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
（１）会議の日時及び場所
（２）正会員及び理事の現在数
（３）会議に出席した正会員の数、議長の氏名並びに理事及び監事の氏名
（４）決議事項
（５）議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
（６）議事録署名人の選任に関する事項
（７）その他法令で定める事項
２　議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選出された議事録署名人

２人以上が署名しなければならない。

第５章　理事会

（構　成）
第32条　本会に理事会を設置する。
２　理事会は、理事をもって構成する。

（権　限）
第33条　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
（１）総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
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（２）規則類の制定、変更及び廃止に関する事項
（３）前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
（４）理事の職務の執行の監督
（５）代表理事及び業務執行理事並びに副会長の選任及び解職
２　理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができな

い。
（１）重要な財産の処分及び譲受け
（２）多額の借財
（３）重要な使用人の選任及び解任
（４）従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
（５）内部管理体制（理事の職務の執行が関係法令及び定款に適合するための体制その他本会

の業務の適正を確保するために必要な関係法令で定める体制をいう。）の整備

（種類及び開催）
第34条　理事会は、定期理事会及び臨時理事会の２種とする。
２　定期理事会は、毎事業年度４ケ月を超える間隔で２回以上開催する。
３　臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
（１）会長が必要と認めたとき。
（２） 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった

とき。
（３）前号の請求があった日から５日以内に、その日から２週間以内の日を理事会とする理事

会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
（４）第17条第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したと

き。

（招　集）
第35条　理事会は、会長が招集する。ただし、前条第３項第３号により理事が招集する場合及

び前条第３項第４号後段により監事が招集する場合を除く。
２　会長は、前条第３項第２号又は第４号前段に該当する場合は、その請求があった日から２

週間以内に理事会を招集しなければならない。
３　理事会を招集するときは、会議の目的、場所、目的である事項を開催日の５日前までに、

各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
４　前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経る

ことなく理事会を開催することができる。

（議　長）
第36条　理事会の議長は、会長がこれにあたる。

（定足数）
第37条　理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
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（決　議）
第38条　理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるものを除き、議決に加わることができ

る理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決すると
ころによる。

２　前項前段の場合において、議長は理事として決議に加わることができない。
３　第１項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

（決議の省略）
第39条　理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に

ついて、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表
示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとす
る。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（報告の省略）
第40条　理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合

においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
２　前項の規定は、第16条第５項の規定による報告には適用しない。

（議事録）
第41条　理事会の議事については、第31条第１項の規定に準じるほか、一般法人法第95条第３

項の定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名しなけれ
ばならない。

第６章　　地 方 組 織

（都道府県自衛隊家族会）
第42条　本会は、支部として、都道府県ごと（北海道にあっては、札幌、道北、道南、道東及

び道央の各地域）に自衛隊家族会（以下「各県家族会」という。）を置くものとする。
２　各県家族会は、都道府県における本会の事業活動を推進するほか、会員組織の充実・拡勢

に努めるものとする。
３　各県家族会に各県家族会長を置く。
４　各県家族会長は、正会員の中から各県家族会の選出に基づき、理事会の決議を経て会長が

委嘱する。
５　各県家族会長は、地区内の会務を総括・指導・調整し、総会の決議により別に定める規則

に定める職務を行う。

（地域協議会）
第43条　本会は、数個の各県家族会をもって構成する協議機関として、地域協議会を置くもの

とする。
２　地域協議会は、地域内各県家族会相互間における業務の連携・調整を行うとともに、会長
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が委託する事項を実施する。
３　地域協議会に地域協議会長を置く。
４　地域協議会長は地域協議会の選出に基づき、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
５　地域協議会長は、地域協議会の開催及び第２項に示す職務を行う。

（地区会）
第44条　会員は、会員間の緊密な連携及び団結力の強化に資するため、地区（原則として市、

区、町及び村）ごとに組織を設けることがができる。
２　前項の規定により組織を設置した場合には、その旨及び当該組織の名称を各県家族会長に

届け出るものとする。ただし、公益法人の名称を冠してはならない。

第７章　財産及び会計

（財産の種別）
第45条　本会の財産は、基本財産及びその他の財産の２種類とする。
２　基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
（１）理事会で、基本財産に繰り入れることを決議した財産
（２）公益法人への移行日以後に前号の基本財産として寄附された財産
３　本会の公益法人への移行時の基本財産は、別表の基本財産で、前項第１号の基本財産とし

て特定された財産とする。
４　基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
５　その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

（財産の管理）
第46条　財産の管理は、理事会の決議により別に定める規則に従い、会長が行うものとする。
２　資産のうち、日常取引に必要とする現金以外の現金は、銀行その他確実な金融機関に預け

入れ、信託銀行若しくは信託業務を営む銀行に信託し、又は国債、公債その他有価証券に
換えて保管するものとする。

（事業計画及び収支予算）
第47条　本会の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て直近の総会に
報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

２　前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理
事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることがで
きる。この場合における収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

３　第１項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければな
らない。

（事業報告及び収支決算）
第48条　本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算
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書類並びにこれらの付属明細書、財産目録（以下この条において「財産目録等」という。）
を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定期総会において承認を得る
ものとする。

２　前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後３ケ月以内に行政庁に提出しなければ
ならない。

３　本会は、第１項の定期総会の終結後直ちに、関係法令の定めるところにより貸借対照表を
公告するものとする。

（剰余の処分）
第49条　決算において剰余が生じたときは、理事会の決議により、その全部又は一部を、積立

金とし、翌年度に繰り越すものとする。

（長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け）
第50条　本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短

期借入金を除き、総会の決議を経なければならない。
２　本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも前項と同様の手続を経なければ

ならない。

（会計原則等）
第51条　本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとす

る。
２　本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める規則によるものとす

る。
３　特定費用準備資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第８章　定款の変更、合併及び解散等

（定款の変更）
第52条　この定款は、第55条の規定を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総

正会員の議決権の３分の２以上の議決により変更することができる。
２　公益法人認定法第11条第１項各号に係る定款の変更（軽微なものを除く。）をしようとす

るときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
３　前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

（合併等）
第53条　本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以

上の議決により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は
公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

２　前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

（解　散）
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第54条　本会は、一般法人法第148条第１号及び第２号並びに第４号から第７号までに規定す
る事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３
分の２以上の議決により解散することができる。

（公益目的取得財産残額の贈与）
第55条　本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合（その権

利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。）において、公益法人認定法第30条
第２項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を１ケ月
以内に、総会の決議により本会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方
公共団体又は同法第５条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法（昭和32年法律第26
号。以下同じ。）第40条第１項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

（残余財産の処分）
第56条　本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により本会と類似

の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第５条第
17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第１項に規定する公益法人等に該当する
法人に寄附するものとする。

第９章　　委　員　会

（委員会）
第57条　本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を

設置することができる。
２　委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
３　委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章　事　務　局

（設置等）
第58条　本会の事務を処理するため事務局を置く。
２　事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
３　事務局長及び職員は、会長が任免する。ただし、事務局長については理事会の承認を得る

ものとする。
４　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て、別に定める。

（備付け帳簿及び　書類）
第59条　事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
（１）定款
（２）会員名簿
（３）理事及び監事の名簿
（４）認定、許可等及び登記に関する書類
（５）定款に定める機関（理事会及び総会）の議事に関する書類
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（６）財産目録
（７）事業計画書及び収支予算書
（８）事業報告書及び計算書類等
（９）監査報告書
（10）その他関係法令で定める帳簿及び書類
２　前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、理事会の決議により別に定める規則によるも

のとする。

第11章　公　告

（公　告）
第60条　本会の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない場合は、官報に掲

載する方法による。

第12章　雑　則

（委　任）
第61条　この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に

定める。

附則
この定款の変更は、平成29年１月１日から施行する。但し、第５条第２号
の変更は、平成29年４月１日から施行する。
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（参考資料２）

家族会規則第８号

地　方　組　織　規　則

平成24年４月１日施行
平成29年１月１日改正

第１章　総　則

（目　的）
第１条　この規則は、公益社団法人自衛隊家族会の地方組織である都道府県自衛隊家族会（以

下「各県家族会」という。）及び地域協議会に関する組織等について、必要な事項を定め
ることを目的とする。

（名　称）
第２条　各県家族会は、都道府県の名を、北海道にあっては各地域の名を冠し、「公益社団法

人自衛隊家族会○○自衛隊家族会」と称する。
２　地域協議会は、その地域を総称し得る名を冠称するものとし、その名称及び構成は別紙の

とおりとする。

（会員の所属）
第３条　会員は、原則として居住地の各県家族会に所属する。ただし、本会に直接所属する正

会員、賛助会員及び名誉会員を除く。

第２章　各県家族会

（各県家族会の役員）
第４条　各県家族会に役員として理事（各県家族会長及び同副会長を含む。）及び監事を置く。
２　役員は各県家族会の総会において、正会員の中から選出する。ただし理事及び監事は、相

互にこれを兼ねることはできない。
３　各県家族会長及び同副会長は、各県家族会の理事会において理事の中から選出する。

（各県家族会長の職務）
第５条　各県家族会長は、他の規則に定めるものの他、次の職務を行う。
（１）会員の入会及び退会の承認。ただし、本会に直接所属する正会員及び賛助会員について

は会長がその手続きを行う。
（２）本会の事業計画に基づく事業の実施
（３）本会の事業計画に基づく防衛省委託事業の受託契約
（４）各県家族会の財産の管理及び経費の執行
（５）前年度の事業報告及び同収支計算書の作成
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（６）前年度末における財産目録の作成
（７）当該年度の事業計画書及び同収支予算書の作成
（８）当該年度活動状況調査票の作成
（９）各県家族会総会終了成果報告
（10）各県家族会役員名簿の作成
（11）当該年度の会員名簿の作成
（12）受託契約に関する報告書の作成
（13）広報紙「おやばと」の正会員、賛助会員及びその他に対する配布表の作成
（14）表彰等に関する上申
（15）弔慰金、香典等に関する請求、贈呈
（16）各県家族会地区内に存する地区会及び地区協議会等の設置状況及び活動状況の把握並び

に同会に対する助言、連携、協力等の支援
（17）その他会長が特に指示する事項
２　前項第５号から第17号に掲げる職務の本会に対する報告の期日、様式については、本会の

年度事業計画等で定めるところによる。
３　各県家族会は、前２項に定める職務を行うため、事務局長を置くものとする。

（役員の職務、任期及び会議）
第６条　各県家族会役員の職務及び任期については、定款第17条、第18条、第19条及び第20条

の規定に、会議については第４章及び第５章の規定に準じ、各県家族会長が定めるところ
による。

第３章　地域協議会

（地域協議会の役員及び会議）
第７条　地域協議会は、通常地域協議会長のほか地域内各県家族会長をもって構成する。
２　地域協議会長は、原則として地域内各県家族会長をもって充てる。
３　地域協議会長は、協議会の事務に関し必要な場合は、地域協議会長が指定する各県家族会

の事務局に依頼することができる。

第４章　雑　則

（委任及び報告）
第８条　この規則の施行について、必要な事項は、各県家族会長及び各地域協議会長が定める

ことができる。
２　前項において定めたときは、それぞれの長は、定めた事項を直ちに順序を経て会長に報告

しなければならない。

附則
この規則は平成24年４月１日から施行する。
平成29年１月１日改正



─ 50 ─

地域協議会の名称及び構成

一連
協議会の地域名

各県家族会 各県家族会
番号 （都道府県等名） 個　数

1 北海道地域 札幌、道南、 道北、道東、道央 5

2 東北地域
青森、岩手、宮城、秋田、山形、
福島

6

3 北関東地域 栃木、群馬、新潟、長野 4

4 南関東地域
茨城、埼玉、千葉、東京、神奈
川、山梨、静岡

7

5 東海・北陸地域
富山、石川、福井、岐阜、愛知、
三重

6

6 近畿地域
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、
和歌山

6

7 中国地域 鳥取、島根、岡山、広島、山口 5

8 四国地域 徳島、香川、愛媛、高知 4

9 九州・沖縄地域
福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、
宮崎、鹿児島、沖縄

8
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（参考資料３）

陸上自衛隊
公益社団法人自衛隊家族会

公益社団法人隊友会

隊員家族の支援に対する協力に関する協定書

陸上自衛隊（以下「甲」という。）及び公益社団法人自衛隊家族会（以下「乙」という。）と
公益社団法人隊友会（以下「丙」という。）は、甲の要請による隊員家族の支援に対する協力
について、次のとおり協定を締結する。

（目　的）
第１条　この協定は、甲に所属する隊員（以下「隊員」という。）が派遣される際に、甲が行

う隊員家族の支援に関し、乙又は丙が隊員家族の支援に対する協力について必要な事項を
定めるものとする。また、甲に所属していない隊員家族についても、この協定における隊
員家族の支援に対する協力の対象とする。

（定　義）
第２条　この協定において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
（１）隊員家族　隊員の配偶者、子、両親及び兄弟姉妹等をいう。
（２）駐屯地等　甲の駐屯地及び分屯地をいう。
（３）地方組織　乙又は丙が設ける支部等をいう。

（適　用）
第３条　この協定は、乙又は丙が所在する区域内において組織的な隊員家族の支援に対する協

力が可能な場合に適用する。

（隊員家族の支援に対する協力の内容）
第４条　この協定により、乙又は丙が行う隊員家族の支援に対する協力は、次の事項を基本と

する。
（１）隊員家族の安否確認
（２）隊員家族の状況に応じて必要と思われる事項（生活支援等）
２　乙又は丙の地方組織が行う具体的な隊員家族の支援に対する協力項目及び程度は、各地域

の特性に応じて、駐屯地等と乙又は丙の地方組織ごとの相互の調整により具体化するもの
とする。

（調整窓口の指定）
第５条　この協定に定める隊員家族の支援に対する協力における中央組織の調整窓口を次の各

号のとおり指定する。
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（１）甲の調整窓口は、陸上幕僚部人事教育部厚生課
（２）乙の調整窓口は、公益社団法人自衛隊家族会事務局
（３）丙の調整窓口は、公益社団法人隊友会事務局
２　甲、乙及び丙は、地域の特性に応じ、駐屯地等及び地方組織ごとに調整窓口を一本化し、

指定した調整窓口を相互に通知するものとする。

（情報管理）
第６条　甲は、隊員及び隊員家族の意向を尊重しつつ、乙及び丙に対し、第４条に規程する隊

員家族の支援に対する協力に必要な情報を提供する。この際、乙及び丙は甲から提供を受
けた情報をこの協定に基づく隊員家族の支援に対する協力目的以外に使用することなく、
個人情報の保護に関する法令等に基づき適正に管理する。

（関係の強化）
第７条　甲、乙及び丙は、隊員家族の支援に対する協力の実効性向上及び関係強化に努める。

このため、甲は乙又は丙が隊員家族の支援に対する協力を実施するにあたり、可能な範囲
で便宜を図るものとする。

（隊員家族の支援に対する協力時の安全管理）
第８条　乙及び丙は、安全の確保に十分配慮して隊員家族の支援に対する協力を実施する。事

故等が発生した場合は、原則として乙及び丙が対応する。

（協　議）
第９条　この協定に定めのない事項、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、その

都度、甲、乙及び丙協議の上、定めるものとする。

（有効期間）
第10条　この協定は平成29年５月18日から効力を有するものとし、甲、乙及び丙いずれかから

文書により協定の解消を通知しない限り、継続するものとする。

（補　則）
第11条　隊員家族の支援に対する協力について、当面は大規模災害等における協力とし、今後、

検討に応じて支援の対象とする事態を拡大する場合の協力については、甲、乙及び丙で協
議する。

２　この協定に定めるもののほか、この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとす
る。

この協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙丙署名の上、各自１通を保有する。
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平成29年５月18日
甲　東京都新宿区市谷本村町５番１号
　　陸上自衛隊陸上幕僚長

　

乙　東京都新宿区市谷本村町５番１号
　　公益社団法人自衛隊家族会会長

　

丙　東京都新宿区市谷本村町５番１号
　　公益社団法人隊友会理事長
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（参考資料４）

平成30年４月１日

個人情報保護マニュアル

１　目　的
このマニュアルは、「個人情報保護に関する法律」に基づき、公益社団法人自衛隊家族会（以

下「本会」という。）が個人情報の取り扱いについて具体的に講じなければならない措置を
示すものである。

２　個人情報の利用目的
本会が取り扱う個人情報の区分及び利用目的は次による。

（１）会員名簿
会員相互の連絡調整等本会の事業遂行以外には使用しない。
但し、法令の定め及び他の団体（国の機関を含む。）との協議の際の連絡調整のため、氏名、

住所、役職その他必要な項目を提供することがある。
（２）家族支援に係る隊員及びその家族の情報

防衛省が行う大規模災害等の場合の隊員家族への支援協力（事前調整及び訓練を含む。）
以外には使用しない。この際、隊員及び支援対象となる家族の氏名、住所その他支援協力に
必要な範囲の項目を本会以外の団体（隊友会等）に提供することがある。

（３）「おやばと」会員名簿
「おやばと」の発送のため以外には使用しない。

（４）行事等参加者名簿
当該行事等の実施以外には使用せず、原則として当該行事等の終了後速やかに破棄する。
この場合、本会以外の者が主催者である場合にはその主催者及び当該行事への運送手段を

提供する者に氏名、住所、連絡先等を提供することがある。
（５）会員募集用はがき等

会員勧誘、及び入会手続きのため以外には使用しない。
３　個人情報の取扱い

本会が取り扱う個人情報の取扱要領は次による。
（１）会員名簿

ア 　自衛隊家族会の会員名簿は本会本部事務局に備え置き、本人の閲覧又は謄写の請求に応
えられるようにする。

イ　毎事業年度の経過後３か月以内に会員名簿（住所・氏名に限る。）を内閣府に提出する。
ウ　事業遂行に必要な連絡及び役員名簿の作成、編集に使用する。

（２）家族支援に係る隊員及びその家族の情報
ア 　本個人情報を扱う者は、家族支援協力を実施する県等家族会会長その他関係役員と安否

確認担当会員に限定する。
イ 　家族支援協力の準備又は実施の結果、新たに得た個人情報は、自衛隊及び本人以外に入
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手個人情報記録簿（仮称）で管理して関係会員以外の第三者に閲覧又は使用させてはなら
ない。

ウ 　家族支援協力につき本会のみでは実施困難な場合は、他団体の協力を得るため（公社）
隊友会その他の団体に保有個人データを提供することがある。

（３）「おやばと」会員名簿
「おやばと」の発送を他の輸送業者等に委託することがある。

（４）行事等参加者名簿
行事等参加者名簿は当該行事終了後３月以内に破棄する。

（５）会員募集用はがき等
ア　会員募集用はがき等は受領後３か月以内に破棄する。
イ　会員になってもらう場合は、公表した利用目的を見るよう注意喚起する。

４　個人データの取得
（１）個人情報を取得する場合は、第２項の利用目的等を本人に明示してから取得する。
（２）取得する個人情報の内容は必要最小限とし、次による。

ア　会員名簿
氏名、住所、連絡先、性別、親族である隊員の氏名所属、その他会員相互の連絡調整に必

要な事項
イ　家族支縁協力に係る隊員及びその家族の情報

氏名、住所、連絡先、その他安否確認に必要な事項
ウ　「おやばと」会員名簿

氏名、住所、連絡先
エ　行事等参加者名簿

緊急時の連絡に必要な氏名、住所、連絡先
オ　会員募集用はがき等

会員勧誘に必要な氏名、住所、連絡先
（３） 入会申込書、アンケート等直接本人から直接個人情報を取得する場合は、その都度利用

目的を明示する。

【利用目的記載の一例】
・「貴方の個人情報は本会への勧誘、入会手続き以外には使用いたしません。」

（４）個人情報記録簿の一例　　別紙第１

５　個人データ等の管理
（１）データ内容の正確性の確保

ア　取得した個人データを個人データベース等に入力する際は、照合・確認を必ず実施する。
イ 　毎年１回以上当該個人データベース等を点検・修正し、個人データを正確かつ最新の内

容に保つよう努める。
ウ　退会者等利用する必要がなくなった個人データは遅滞なく消去する。
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（２）個人データベース等の安全管理処置
ア　電子媒体等の盗難等の防止

ア 　個人データベース等を電子計算機等で作成し、　保管する場合は、電子計算機本体に
記憶させることなく、個人データを暗号化、パスワード等により秘匿化して外部記憶媒
体に記憶させ保管する。

本体に記憶させない
・PW等により秘匿化
・外部記憶媒体に記憶

【Excelでの秘匿化の一例】
１　データを作成する
２　「ファイル」―「名前を付けて保存」をクリック
３　「参照」をクリック
４　外部記憶媒体（USB等）が接続されているドライブを選択
５　画面右下の「ツール（L）」をクリック
６　「全般オプション（G）」をクリック
７　「読み取りパスワード（O）」のコラム欄に任意のパスワードを設定する。
８　「OK」をクリック
９　画面の指示に従い、もう一度同じパスワードを記載する。
10　「OK」をクリック
11　「保存」をクリック

イ 　個人データが記録された外部記憶媒体又は個人データが記載された書類等は、施錠で
きる机、キャビネット・書庫等に保管する。

イ　個人データベース等を伝達場合の漏洩防止
ア 　持ち運ぶ場合は、封緘、目隠しシールの貼付けを行うとともに、努めて施錠できる搬

送容器を利用する。
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イ 　インターネット等で個人情報を伝達する場合は、パスワードで秘匿化する等暗号化し
て送信する。この際、パスワードと個人情報は努めて異なる手段で伝達する。

ウ　個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄
ア　文書の場合
　焼却、溶解、適切なシュレッダー処理等の復元不可能な手段による。
イ　情報システム（パソコン等の機器を含む。）の場合
　データの上書きを行ってから削除する等容易に復元できない手段による。
ウ　個人データが記録された機器、電子媒体等の場合、破壊等物理的手段による。

エ　漏えい事案が発生した場合の処置
ア　報告及び被害拡大防止措置
　ａ　直ちに会長（個人情報保護管理者気付）に報告する。
　ｂ　保管容器の保護、パソコンの電源切断等被害拡大防止のため必要な措置を講じる。
イ　事実関係の調査及び原因の究明
　ａ　漏えいした個人データの種類及び量を把握する。
　ｂ　保管状況、パソコンの状態等漏えいの原因を特定する。
ウ　影響範囲の特定
　ａ　漏えいした個人データ該当者への影響
　ｂ　自衛隊家族会に対する影響
エ　再発防止策の速やかな検討及び実施
　ａ　物理的対策
　ｂ　運用上の対策
オ　影響を受ける可能性のある本人への連絡等
カ　事実関係の再発防止策等の公表
キ　個人情報保護委員会等への報告
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　外部に影響を及ぼさない場合、FAX、メールの誤送信等軽微なものは報告を要しない。

（３）保有個人データの第三者への提供
　利用目的で第三者に提供することが明示されている場合及び次に掲げるものを除き、あ
らかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
ア　法令に基づく場合
　ａ　警察の捜査関係事項照会に対応する場合
　ｂ　裁判官の発する令状に基づく捜査に対応する場合
　ｃ　弁護士会からの照会に対応する場合
イ 　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。
ウ 　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。
エ 　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事
務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

６　個人情報保護管理者等の指定
（１）本会本部に統括個人情報保護管理者及び個人情報保護管理者をおく。

ア　統括個人情報保護管理者：事務局長
イ　個人情報保護管理者：総務担当者
ウ　個人情報取扱者

ア　会員名簿取扱い担当者
イ 　県家族会役員名簿取扱い担当者
ウ 　「おやばと」配送担当者
エ 　その他会長が必要と認める者

（２）個人情報管理者の業務
ア　個人情報取扱者の把握
イ　次の機会をとらえて必要な指導及び業務を監督指導する。

ア　定期総会等各種会議
イ 　家族支援協力訓練、研修等会員が集まる行事
ウ 　会員名簿の提出等会員名簿に係る事業遂行時

ウ　開示請求及び苦情受付の窓口

７　委託先の監督
（１）別紙第２　委託契約（覚書）等の一例
（２） 委託先において当該個人データについて安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先

に対し年１回以上個人データの取扱い状況を監督をする。
（３） 個人データの取扱いの一部を委託する場合は、委託する事業内容に対して必要のない個

人データを提供しないようにする。
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別紙第１
【個人情報記録簿の一例】

年月日 件　　　　名
提供又は
取得の別　

住所、氏名・名称等
個人データの
項目

同意の方法取得
の経緯

2018年
〇月〇日

○○県支援要
望リスト

取得
○○市○○町
○○業務隊
厚生班長○○１尉

氏名、住所、
連絡先

本人の申出によ
り○○業務隊が
取得

2018年
○月○日

○○市支援要
望リスト

提供
××市××町
隊友会××
支部長○○××

氏名、住所、
連絡先

○○業務隊から
取得

（保存３年）
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別紙第２

個人情報の外部委託に関する委託契約（覚書）等の一例

　公益社団法人自衛隊家族会（以下「甲」という。）と、株式会社○○（以下「乙」という。）とは、甲
乙間に＊年＊月＊日締結の▲▲契約に基づき甲が乙に○○業務（以下「本件業務」という）を委託する
に当たり、甲から乙に開示または提供する個人情報の取扱いに関して、以下の通り合意します。
（定　義）

第１条　個人情報とは、甲から乙に開示または提供される個人に関する情報であって、当該情報に含ま
れる氏名、住所等により当該個人を識別できるものをいいます。

（個人情報の適切な取扱い）
第２条　乙は、個人情報を甲の機密事項としてその保護に努め、これを適法かつ適切に管理･取り扱うも

のとします。
（利用目的）

第３条　乙は、個人情報を、本件業務の遂行のためにのみ利用するものとし、その他の目的には利用し
ないものとします。

（第三者への非開示等）
第４条　乙は、個人情報を、両当事者以外の第三者に開示しないものとします。
　２　乙は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、合理的な安全対策を講じるもの

とします。
（再委託）

第５条　乙は、本件業務を、甲の書面による事前の同意なしに第三者に再委託しないものとします。
　２　乙は、甲の事前の同意を得て第三者に本件業務を再委託する場合においても、当該第三者に対し

本合意書と同様の義務を課すものとし、当該第三者の行為につき、甲に対し当該第三者と連帯して
責めを負うものとします。

（管理状況の報告・調査）
第６条　乙は、本件業務の状況について甲の求めに応じ報告しなければならない。
　２　甲は、本件業務の状況を調査し、必要な場合乙の事務所、工場等に立入ることができる。
（事故発生時の措置）

第７条　乙は、万が一個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の事故が発生した場合には、直ちに甲に
通知するとともに、当該事故による損害を最小限にとどめるために必要な措置を、自らの責任と負
担で講じるものとします。

　２　前項の場合には、乙は、発生した事故の再発を防ぐため、その防止策を検討し、甲と協議の上決
定した防止策を、自らの責任と負担で講じるものとします。

　３　万が一、乙において個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の事故が発生し、甲が第三者より請
求を受け、または第三者との間で紛争が生じた場合には、乙は甲の指示に基づき、自らの責任と負
担でこれに対処するものとします。この場合、甲が被った損害は、乙が賠償するものとします。

（個人情報の返還）
第８条　乙は、甲からの本件業務の委託が終了したときは、速やかに甲から提供された個人情報及びそ

の複製物を返還するとともに、磁気媒体に記録した個人情報がある場合には、これを完全に消去し、
以後個人情報を保有しないものとします。　

　上記合意の証として本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有します。

平成　年　月　日
甲　公益社団法人自衛隊家族会　事務局長　○○○○
乙　○○会社　　　　　　　　代表取締役　○○○○



─ 61 ─

（参考資料５）

入 会 申 込 書（正 会 員 用）

年　　　　　月　　　　　日

フリガナ
ご 氏 名

性　　別 男　　　　　　女

生年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

ご 住 所 〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都・道・府・県　　　　　　　　市・郡　　　　　　区　　　　　　町

　　　　　　　　　　　　　番地　　　　号

（電話：　　　　　　　　　　　携帯：　　　　　　　　　　　　　　　　）

（メールアドレス： ）

ご子弟等

部 隊 名

氏　 名

続　 柄

　　　　　　※　生年月日及びご子弟等の欄は任意です。  
　　　　　　※　本用紙を印刷の上、家族会事務局へ郵送またはFAXして下さい。  
　　　　　　※　貴方の個人情報は、本会の入会手続き以外には使用致しません。  
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（参考資料６）
平成〇〇年度

自衛隊家族会会員名簿（様式）
（〇〇地区会）

番号 氏　名 〒 住　　　　所 電　話 ＦＡＸ
1 家族　 絆 162-0845 新宿区市ヶ谷本村町5-1 03-5227-2468 03-5227-2473
2 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　
20 　 　 　 　 　
21 　 　 　 　 　
22 　 　 　 　 　
23 　 　 　 　 　
24 　 　 　 　 　
25 　 　 　 　 　
26 　 　 　 　 　
27 　 　 　 　 　
28 　 　 　 　 　
29 　 　 　 　 　
30 　 　 　 　 　
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（参考資料７）

（公社）自衛隊家族会　事務局長　殿　

　　年　　　月 県家族会名（　　　　　　　　　　　　　） （ ）

月間ボランティア活動参加実績報告

番　号 活動参加者氏名 活動内容 備　考
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年
度

主
要

行
事

（
参

考
資

料
８

）

他 協 力 団 体県 等 家 族 会自 衛 隊 家 族 会防 衛 省 ・ 自 衛 隊

　
　
家
族
支
援
協
力
活
動

総
会
・
式
典

　
　
　
　
防
衛
セ
ミ
ナ
ー

賀
詞
交
歓
会

家
族
支
援
協
力
連
携
（
隊
友
会
）

月
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
実
績
報
告

総
会

地
域
協
議
会

前
年
度
事
業
報
告
・
決
算
報
告

会
員
名
簿
の
整
理

活
動
状
況
等
調
査
報
告

防
衛
講
演
会

隊
員
の
激
励

北
方
領
土
返
還
要
求
署
名
活
動

駐
屯
地
・
基
地
記
念
行
事
参
加

次
年
度
事
業
計
画
・
予
算
書
作
成

入
隊
・
入
校
激
励
会

表
彰
等
上
申

＃
１
理
事
会
総
会
・
＃
２
理
事
会

中
央
研
修
会

＃
３
理
事
会

賀
詞
交
歓
会

＃
４
理
事
会

（
１
回
／
３
年
）

募
集
協
力
者
会
同

（
２
回
／
年
）

Ｄ
Ｗ
発
刊

カ
レ
ン
ダ
ー
作
成

北
方
領
土
の
日
全
国
大
会

次
年
度
事
業
計
画
・
予
算
書
作
成

前
年
度
事
業
報
告
・
決
算
報
告

　
　
　
　
　
　
防
衛
講
演
会

国
際
平
和
協
力
活
動
部
隊
等
に
対
す
る
激
励

お
や
ば
と
毎
月
発
行

Ｄ
Ｗ
作
成

中
央
記
念
式
典
自
衛
隊
音
楽
ま
つ
り

定
期
異
動

中
央
追
悼
式

定
期
異
動

富
士
総
合
火
力
演
習

駐
屯
地
・
基
地
記
念
行
事
・
各
種
イ
ベ
ン
ト

各
種
訓
練
・
演
習
、
様
々
な
活
動
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